
 保険者シートは、介護保険の実施状況を簡易に示すものとして
「大都市における地域包括ケアをつくる政策研究会」（事務局：
公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団）において開発されま
した。 

 保険者シートの活用により、時系列分析や地域間比較が容易と
なり、保険者の位置や進むべき方向の把握に役立てられます。 

 多くの保険者がこの保険者シートを作成し、公表することによ
り、様々な活用が期待されます。 
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概要_保険者シート表面 
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概要_保険者シート裏面 

Ⅲ 

Ⅳ 
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 ⑴  公表データから作成するものであること。 

 ⑵  既存のデータを利用して、簡単に作成できること。 

 ⑶  時系列の分析が可能とすること。 

 ⑷  地域間比較が可能とすること。 

 ⑸  保険者の位置が分かること。 

 ⑹  保険者の進むべき方向が分かること。 

▶基本コンセプト 

▶全国に広がる「保険者シート」 
 多くの保険者が作成・公表することによって、たくさんの地域
間比較が可能になり、分析の幅も広がり、各保険者における施策
検討の一助となることが期待されます。 
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▶作成手順 

① 必要なデータを収集 

② 「入力支援シート」にデータを入力 

③ 自動計算により保険者シートが完成 
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詳細説明_保険者シート表面（上部） 

Ⅰ 

１ 

No 項目 解説 

Ⅰ-１ 地域区分（級地） 厚生労働大臣が定める介護給付費の１単位の単価 

Ⅰ-２ 市町村類型 市町村決算カード（総務省）における類型 

Ⅰ-３ 
高齢者一人当たり現役
世代数 

１５歳以上６５歳未満／６５歳以上人口 

Ⅰ-４ 日常生活圏域数 
市町村が介護保険事業計画で定める介護や福祉基
盤の整備の単位となるエリア数 

Ⅰ-５ 保険料の推移 
３年ごとに市町村介護保険事業計画で定める第１
号被保険者の月額標準保険料。年度は事業計画の
初年度を表記しており、見込みについては計画値 

Ⅰ-６ 
介護給付費準備基金の
状況 

介護保険料の不足分を取崩し、余剰分を積立ても
の。保険料引き下げの原資となる。 

Ⅰ-７ 
年齢補正後の認定率 
年齢補正後の中重度認
定率 

認定率の多寡に大きな影響を及ぼす「第1号被保
険者の性・年齢構成」の 影響を除外した認定率。
「見える化システム」から転記している。中重度
とは要介護３から５までを指す。 

Ⅰ-８ 

年齢補正後（在宅サー
ビス） 
年齢補正後（施設及び
居住系サービス） 

「第1号被保険者の性・年齢構成」の 影響を除外
した第１号被保険者１人当たり給付月額。「見え
る化システム」から転記している。 

▶基本データ・各種指標 
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詳細説明_保険者シート表面（下部） 

3 

No 項目 解説 

Ⅱ-１ 地域ケア会議の実施状況 
平成27年度から努力義務化された地域ケア会議
の実施状況 

Ⅱ-２ 主な総合事業の実施状況 

平成27年度から平成29年度までに移行する介
護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生
活支援サービス事業の実施状況。対象者は、要
支援者・事業対象者に限られる。 

Ⅱ-３ 在宅医療の推進指標 
「在宅医療にかかる地域別データ集」（厚労省
ホームページ）から転記。年度によって発表し
ている項目が異なる。 

Ⅱ-４ 
一般財源を活用した市町
村独自の介護予防・生活
支援サービス 

介護保険外で行われている高齢者施策など。 
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Ⅱ ▶要介護認定者数と利用サービス類型 

▶各種推進指標 
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詳細説明_保険者シート裏面（上部） 

Ⅲ 

No 項目 解説 

Ⅲ-１ 保険料構造 
第１号被保険者の月額標準保険料の使い道の内
訳。保険料算定の根拠となる介護保険事業計画
値である。 

Ⅲ-２ 調整交付金調整額 

調整交付金とは、市町村ごとの介護保険財政の
調整を行うため、全国ベースで給付費の５％相
当分を交付し、高齢者の後期高齢者割合や所得
状況の格差を調整するもの。 
調整額とは、５％相当分より多く交付されると
マイナス(－)表示で保険料負担が軽減され、少
なく交付されると保険料により負担することに
なるのでプラス(＋)表示となる。 

Ⅲ-３ 保険料必要額計 本来必要となる身の丈保険料 

Ⅲ-４ 介護準備基金取り崩し Ⅰ-６の活用による保険料引き下げ額 

Ⅲ-５ 保険料基準額（月額） 実際の第１号被保険者の月額標準保険料 

Ⅲ-６ 
所得段階別第１号被保険
者数等 

所得段階数については、市町村が設定できるが、
国が定める標準段階においての各段階の人数。
調整交付金の諸係数調べにおける４月１日現在
の人数。 

Ⅲ-７ 
特別徴収収納率（％） 
普通徴収収納額（％） 

年金天引きで徴収する特別徴収の収納率は原則
１００％となる。 
（収納率＝収納額/調定額） 
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詳細説明_保険者シート裏面（下部） 

Ⅳ ▶介護保険特別会計 経理状況 
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詳細説明_保険者シート裏面（下部） 

No 項目 解説 

Ⅳ-１ 保険料 第１号被保険者の保険料 

Ⅳ-２ 調整交付金 Ⅲ-２参照 

Ⅳ-３ （国庫支出金）その他 システム改修費用の事務費負担金など 

Ⅳ-４ 支払基金交付金 
第２号被保険者（40歳～64歳）の保険料分に相
当 

Ⅳ-５ 
総務費に係る一般会計繰入
金 

総務費は原則市町村が負担することから、事務負
担金等を除くものを市町村一般会計から繰り入れ
るもの 

Ⅳ-６ 介護給付費準備基金繰入金 Ⅰ-６を取り崩すもの 

Ⅳ-７ （繰入金）その他 
第1号保険料の低所得者軽減強化のための財源な
ど。平成27年度から開始 

Ⅳ-８ 財政安定化基金貸付金 
都道府県設置の基金から保険料収納不足及び給付
費増による財政不足額を貸し付けるもの。 

Ⅳ-９ 総務費 
保険料の賦課徴収、介護認定、趣旨普及、計画策
定などにかかる経費 

Ⅳ-10 保健福祉事業費 
第１号保険料を財源に市町村が独自に条例で定め
て行う事業の経費 

Ⅳ-11 基金積立費 保険料の余剰金をⅠ-６へ積立てるもの 

Ⅳ-12 財政安定化基金償還金 
Ⅳ-８を次の事業計画期間に保険料を財源として
償還するもの 
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① 人口 

② 高齢化率 

③ 認定率 

④ サービス費割合 

⑤ 受給者割合 

⑥ 利用者一人当たり給付費月額 

⑦ 平均要介護度 

⑧ 在宅医療の推進状況 

⑨ 介護保険特別会計経理状況 

■保険者シートの活用により、次の分析が可能となります。 

１．要介護高齢者の状態像と
サービスのバランス 

２．持続可能な制度運営 

・保険給付バランスと財政との関係により
当該保険者の特徴や課題が明らかになる。 

・保険料の展望、基金の状況、保険給付の

構造との関係から政策力の状況がわかる。 

・現役世代や地域コミュニティの指標から、

介護保険を取り巻く地域力のポテンシャル

がわかる。 

３．地域支援事業の効果的な
展開 

・地域支援事業がどのような効果を示して
いるかが明らかになる。 

４．エンドオブ・ライフケア 

・住民一人あたりの地域でのエンド・オ

ブ・ライフケアの受け皿の状況がわかる。 

・在宅死、施設死の状況から、地域におけ

る在宅医療や看取りの対応力の状況が明ら

かになる。 

■さらに、時系列分析では、次の比較分析が可能です。 
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分析の一例 
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座長 新田國夫（医療法人社団つくし会） 

顧問 渡邉芳樹（日本赤十字看護大学・前駐スウェーデン特命全権大
使） 

顧問 野中博（東京都医師会前会長） 

委員 秋山正子（白十字訪問看護ステーション）・飯島勝夫（東京大
学）・石田光広（稲城市）・石原美和（宮城大学）・石山麗子
（国際医療福祉大学）・瓜生律子（世田谷区）・江澤和彦（和香
会／博愛会）・大川潤一（国立市）・久村信昌（東京都）・粉川
貴司（東京都）・小宮山恵美（帝京科学大学）・迫井正深（厚生
労働省）・笹井肇（武蔵野市）・佐々木昌弘（厚生労働省）・鈴
木邦彦（日本医師会）・武見敬三（参議院議員）・田中謙一（内
閣官房）・西田伸一（東京都医師会）・西村周三（医療経済研究
機構）・長谷川敏彦（未来医療研究機構）・服部真治（医療経済
研究機構）・平川博之（東京都医師会）・堀田聰子（慶應義塾大
学）・松岡輝昌（厚生労働省）・松田晋哉（産業医科大学）・宮
島俊彦（日本製薬団体連合会）・宮島渡（恵仁福祉協会）・宮武
剛（日本リハビリテーション振興会）・山路憲夫（白梅学園大学
小平学・まちづくり研究所）・山脇正永（京都府立医科大学） 

事務局 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団  
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-1 全共連ビル麹町館 
 Tel：03-5226-6266 / Fax：03-5226-6269 

  HP： http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com 

  E‐Mail： yuumizaidan@nifty.com 
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